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平成19年11月20日 

各 位 

 

会 社 名 デ ン セ イ ・ ラ ム ダ 株 式 会 社

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長  鈴木 武夫

（ｺｰﾄﾞ番号6917 東証第一部、大証第一部） 

問 合 せ 先 執行役員管理本部長  関本 和彦

 TEL  03-3447-4411

 

臨時株主総会及び当社普通株主による種類株主総会招集のための 
基準日設定のお知らせ 

 

当社は、平成19年11月20日開催の取締役会において、平成19年９月26日に開始され同年11月15日に

決済された、当社の親会社であるＴＤＫ株式会社（以下「ＴＤＫ」といいます。）による当社普通株

式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）に関連して、当社がＴＤＫの完全子会

社となるための手続（以下「本完全子会社化手続」といいます。)を実施する方針を決定いたしました。 

当社は、本完全子会社化手続に際して必要となる当社の定款一部変更等（下記２.をご参照くださ

い。）についてご承認をいただくための臨時株主総会及び当社普通株主による種類株主総会（いずれ

も平成20年１月24日開催予定。）の基準日を、平成19年12月６日に設定いたしましたので、下記のと

おりお知らせいたします。 

 

記 

 

１. 本完全子会社化手続の目的 

 

ＴＤＫは、平成19年９月27日から平成19年11月８日まで当社普通株式及び新株予約権を対象とする

公開買付けを行った結果、平成19年11月15日の決済日をもって当社普通株式8,110,702株を取得しまし

た。その結果、本日現在、ＴＤＫは、当該公開買付け以前より同社100％子会社である米国法人のラム

ダ・ホールディングズ・インク（以下「ラムダ・ホールディングズ」といいます。）、及び英国法人

のラムダ・ファー・イースト・リミテッド（以下「ラムダ・ファー・イースト」といい、ＴＤＫ、ラ

ムダ・ホールディングズ及びラムダ・ファー・イーストを総称して「ＴＤＫ関係者」といいます。）

の両社を通じて間接的に保有していた12,691,200株とあわせ、20,801,902株を所有するに至りました。

（総株主の議決権の数に対する所有割合96.27％（平成19年３月31日現在の当社の発行済株式総数

（21,830,110株）に、平成19年４月１日以降公開買付期間末日までに新株予約権が行使されたことに

より発行された当社普通株式63,300株を加えた株式数から、当社が保有する自己株式数（平成19年３

月31日現在で286,598株）を控除した株式数（21,606,812株）に係る議決権数216,068個を基準に算出

しております。） 

ＴＤＫは、今後さらに、ＴＤＫを頂点とするＴＤＫグループ（当社を含みます。）（以下「ＴＤＫグ

ループ」といいます。）における電源事業及び電源関連部品事業の再編（以下「本事業再編」といいま

す。）を抜本的かつ円滑に行うことを目的として、当社をＴＤＫが直接又は間接に発行済株式の100％

を保有する完全子会社とすることを企図しております。 

当社といたしましても、本事業再編により、ＴＤＫグループと従前にも増して一体化が進み、ＴＤ

Ｋグループ全体での意思決定プロセスの短縮化による経営判断のスピードアップ化、再編による合理

化効果による当社の収益力の強化が可能となり、必要があるものとの結論に至っております。 
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２. 本完全子会社化手続の要旨（予定） 

 

当社は、本完全子会社化手続を実施するため、①当社の定款の一部を変更し、種類株式を発行する

旨の定めを新設すること、②当社定款の一部を変更し、当社普通株式に会社法第108 条第１項第７号

に規定する全部取得条項を付す旨の定めを新設すること、並びに③会社法第171条第１項及び上記①及

び②による変更後の定款に基づき、株主総会の決議によって、当社が全部取得条項を付した普通株式

（以下「全部取得条項付普通株式」といいます。）の株主から当社全部取得条項付普通株式の全部を

取得し、当該取得と引換えに当社種類株式を交付することを実施する予定です（以下、上記①から③

を総称して「本定款一部変更等」といい、上記①ないし③を個別に「本定款一部変更等①」ないし「本

定款一部変更等③」といいます。）。本定款一部変更等を実施するため、当社では、臨時株主総会及

び当社普通株主による種類株主総会を開催し、臨時株主総会に本定款一部変更等を、当社普通株主に

よる種類株主総会には本定款一部変更等②を、それぞれ付議する予定です。 

本定款一部変更等③においては、全部取得条項付普通株式の取得と引換えに、ＴＤＫ関係者以外の

当社の株主に対して当社が交付する当社種類株式が、１株未満の端数となる比率で当社種類株式を交

付することを予定しておりますので、本定款一部変更等が実施された場合には、当社はＴＤＫの完全

子会社となる予定です。 

本定款一部変更等③に関連して１株に満たない端数の処理としてＴＤＫ関係者以外の当社全部取得

条項付普通株式の株主に対して交付される現金の金額は、本公開買付けにおける買付価格（１株当た

り1,715 円）を基準に算出される見込みであり、原則として、本公開買付けにかかる買付価格に相当

する金額が交付されることとなるような方法を採用する予定です。 

本定款一部変更等において、当社全部取得条項付普通株式の全部の取得と引換えに、当社が交付す

る当社種類株式の種類及び数は未定です。決定次第、金融商品取引所等を通じて速やかに開示いたし

ます。 

なお、当社全部取得条項付普通株式の全部の取得と引換えに、当社が交付する当社種類株式につい

ては、東京証券取引所及び大阪証券取引所のいずれにおいても上場申請は行わない予定です。 

当社普通株式に全部取得条項を付す旨の定めを新設する定款の変更（本定款一部変更等②）に関し

ては、当該定款変更に反対する当社普通株式の株主は、会社法第116条及び第117条に基づいて、当社

に対し、その有する普通株式を公正な価格で買い取ることを請求することができ、一定の場合には裁

判所に対して価格決定の申立てをすることもできます。また、当社全部取得条項付普通株式の全部を

取得する株主総会決議がなされた場合（本定款一部変更等③）には、当社の株主は、会社法第172 条

に基づき、裁判所に対して、全部取得条項付普通株式の当社による取得の価格の決定の申立てをする

こともできます。 

本定款一部変更等の結果、当社普通株式にかかる株券は、東京証券取引所及び大阪証券取引所の株

券上場廃止基準に該当しますので、当社普通株式にかかる株券は、臨時株主総会及び当社普通株主に

よる種類株主総会開催日の翌日から１ヶ月間、整理ポストに指定された後、上場廃止となる予定です。

上場廃止後は、当社普通株式にかかる株券を東京証券取引所及び大阪証券取引所において取引するこ

とはできません。 
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３. 本完全子会社化手続の日程等 

 

 (1) 本完全子会社化手続の日程の概略（予定） 

 

取締役会決議（基準日設定） 平成19 年11月20日（火）

基準日（臨時株主総会及び当社普通株主による種類株主総会) 12月６日（木）

取締役会決議（臨時株主総会及び当社普通株主による種類株主総会

招集に関する内容決定） 

12月20日（木）

臨時株主総会及び当社普通株主による種類株主総会開催 平成20年１月24日（木）

株券提出手続の開始日（株券提出公告及び株主・登録株式質権者へ

の通知送付） 

１月25日（金）

整理ポストへの指定 １月25日（金）

当社普通株式にかかる株券の売買最終日 ２月22日（金）

当社普通株式にかかる株券の上場廃止日 ２月25日（月）

全部取得条項付普通株式全部の取得及び株式交付の基準日 ２月28日（木）

株券提出の期限  ２月29日（金）

全部取得条項付普通株式全部の取得及び株式交付の効力発生日 ２月29日（金）

 

 (2) 本定款一部変更等後における当社の株式にかかる株券の上場廃止に関する事項 

 

 当社普通株式にかかる株券は、平成20年１月25日から平成20年２月24日までの間、整理ポストに

指定された後、平成20年２月25日をもって上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社普通株式

にかかる株券を東京証券取引所又は大阪証券取引所において取引することはできません。 

 

 

４. 臨時株主総会及び当社普通株主による種類株主総会招集のための基準日の設定 

 

 (1) 臨時株主総会及び当社普通株主による種類株主総会招集のための基準日の設定 

 

 当社は、平成20年１月下旬開催予定の臨時株主総会及び当社普通株主による種類株主総会におい

て権利を行使すべき株主を確定するため、平成19年12月６日を基準日と定め、同日最終の株主名簿

及び実質株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その権利を行使すべき株主といたします。 

   ① 公告日 平成19年11月21日 

   ② 基準日 平成19年12月６日 

   ③ 公告掲載方法 電子公告（当社ホームページに掲載します。） 

     http://www.densei-lambda.com/ir/indexj.html 

 

 (2) 臨時株主総会及び当社普通株主による種類株主総会について 

 

   開催予定日 平成20年１月24日 

 

 (3) 当社普通株主による種類株主総会のための基準日の設定についての補足説明 

 当社は、上記臨時株主総会において、本定款一部変変更等の議案を付議する予定です。同臨時株

主総会において本定款一部変更等①が決議されますと、当社は会社法上の種類株式発行会社となり
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ます。そして、本定款一部変更等②の定款変更を行うためには会社法第111条第２項第１号により、

当社普通株主による種類株主総会の決議が必要となりますので、臨時株主総会と併せて当社普通株

主による種類株主総会を開催するものであります。 

 上記基準日設定公告日現在において、当社は、会社法第２条第13号に規定する種類株式発行会社

ではありませんが、上記のとおり、平成20年１月24日開催予定の臨時株主総会において種類株式発

行会社となることが予定されており（本定款一部変更等①）、当社普通株式を全部取得条項付普通

株式に変更するためには、普通株主による種類株主総会の決議が必要となりますので（本定款一部

変更等②）、併せて当該種類株主総会において権利を行使すべき株主を定めるための基準日を設定

するものであります。 

 なお、全部取得条項付普通株式に変更される予定の株式は、上記基準日設定公告日現在において

当社の発行しているすべての株式であることから、基準日における最終の株主名簿及び実質株主名

簿に記載又は記録された株主のすべてが、当社普通株主による種類株主総会招集のための基準日設

定公告の対象となります。 

 

 

５. その他 

 

(1) 本完全子会社化手続後の状況 

 

本完全子会社化手続きによる商号・事業内容・本店所在地・代表者・資本金の変更はありません。 

 

(2) 本完全子会社化手続による業績への影響の見通し 

 

本完全子会社化手続きによる当社の連結及び単体事業への影響は想定しておりません。 

 

以 上 

 


